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令和２年度男女共同参画の推進に関する施策の実施状況 

                                                      

●基本目標 Ⅰ 男女が共に築く「あわら」  

  【令和２年度の達成度】  Ａ=かなり進んでいる  （男女共同参画の視点できちんと位置づけ取り組むことができた） 

                 Ｂ=ある程度は進んでいる（男女共同参画の視点でおおむね取り組むことができた） 

                 Ｃ=あまり進んでいない （男女共同参画の視点が弱く、一部しか取り組めなかった） 

Ｄ=全く進んでいない  （事業を実施しなかった） 

  【達成度の根拠】    実施計画に対する実施状況の成果などを基に、できる限り客観的な数値を用いて具体的に記入してください。 

  

○重点目標 １ 家庭・地域での慣習・しきたりの見直し及び意識の改革  

  

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

 

① 男女共同参画の

視点からの慣習・

しきたりの見直し 

１ 男女共同参画に対する理解を

深めるとともに、地域、家庭、

職場等における慣習やしきたり

の見直し・改善を進める｡ 

市民協働課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民への男女共同参画意識の浸透を図る

ため、あわら男女共同参画のつどいを開催す

るなど、地域への啓発に努める。 

・男女共同参画のつどい 

参加人数 150 人以上 

・各行政区への啓発物の配付等 

・新型コロナウイルス感染症の

影響により男女共同参画のつど

いは中止 

・各行政区へ地域に向けた男女

共同参画推進パンフレット（県

作成）の配布 

Ｃ 

（Ｂ） 

各行政区への啓発

パンフレットのみ

の配布となったた

め。 

今年度は新型コ

ロナウイルス感

染症の影響によ

り実施できなか

ったが、次年度以

降は、若い世代も

含めて、誰もが参

加したくなるよ

う、企画内容を見

直す必要がある。 

２ 出前講座の開催、市民の自主

的な活動や男女共同参画推進市

民会議の活動等を通じて､地域

での男女共同参画意識の浸透を

図る｡ 

 

子育て支援課 

（子育て支援センター） 

 

 

 

 

 

 

 

公民館、芦原青年の家等において、出前子

育て支援センター等を実施する。地域住民へ

広報・HP・フェイスブック等で参加を呼びか

け、地域における男女共同参画意識の高揚に

努める。 

・実施回数 10 回以上（コロナ影響あり） 

 （R１元年度参加人数 120 人（※３月末時点）） 

・実施回数 8 回（3 月開催予定

含む）・・コロナで 1回中止 

場所：本荘公民館 4 回 

（毎回、地元のボランティアに

よる参加無料講座を開催） 

芦原青年の家 3 回 

細呂木駅前カフェ 1 回 

参加人数 99 人（※12 月末時点） 

Ａ 

（Ｂ） 

新型コロナウイル

ス感染症の影響を

受け、地域のイベン

トに参加予定が中

止となり、実施回数

は減少したが、１回

当たりの参加者数

は前年度より増と

なったため。 

引き続き広報活

動を強化してい

きたい。 

市民協働課  

 

 

 

 

あわら市男女共同参画推進市民会議と連

携し、地域、家庭における男女共同参画意識

の高揚を図る。 

・こども園での出前教室の開催 

 

・出前教室開催 

1 回目 

開催日：11 月 14 日   

場所：あわら敬愛こども園 

（父親６人参加） 

Ａ 

（Ａ） 

父親がいない家庭

でも参加すること

ができるよう、配慮

し、市内こども園で

２回開催。 

今後も、出前教室

を開催し、地域、

家庭における男

女共同参画意識

の高揚を図る必

資料４ 
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 2 回目 

開催日：１月 26 日 

場所：金津東こども園 

（保護者 12 人参加） 

また、アンケートを

通して男女共同参

画意識の高揚や変

化を図った。 

要がある。 

② 市民的な広がり

を持った啓発活動

の展開 

 

１ 男女共同参画推進団体やグル

ープの自主的な活動を支援す

る。 

市民協働課 

 

 

 

 

 

 

 

あわら市男女共同参画ネットワークと連

携し、各加入団体との情報の交換や各種事業

の周知を図るほか、加入団体の自主的な活動

の支援に努める。 

・男女共同参画啓発イベントを実施 

・新型コロナウイルス感染症の

影響により、例年の大型紙芝

居や新たに計画していた講習

会による男女共同参画啓発活

動は中止 

 

Ｄ 

（Ａ） 

新型コロナウイル

スの影響により、啓

発活動が中止とな

ったため。 

各加入団体との

情報交換の場を

設け、加入団体の

自主的な活動の

支援に努める。 

２ 市民すべてに男女平等及び人

権尊重の意識を深く根づかせる

ための啓発活動を推進する｡ 

市民協働課 

 

 

 

福井県が定める６月の男女共同参画月間

に合わせ、市民への周知を行うとともに、年

間を通して啓発活動を行う。 

<６月：男女共同参画推進月間> 

・広報あわら６月号に「第２次あわら男女共同参画

プランの重点目標」を掲載 

・新型コロナウイルス感染症の

影響により街頭キャンペーンは

中止 

・広報あわら６月号に「第２次

あわら男女共同参画プランの重

点目標」を掲載 

Ｃ 

（Ａ） 

新型コロナウイル

スの影響により、啓

発活動が中止とな

ったため。 

男女共同参画月

間について、今後

は、街頭キャンペ

ーンだけでなく、

市ホームページ

等でも周知し、市

民を対象に広く

啓発活動を推進

していきたい。 

福祉課 

 

 

 

 

 

 

毎月人権相談所を継続的に開設するほか、

男女共同参画月間、人権週間などに合わせ、

市ホームページ、広報紙等により相談窓口の

周知に努める。 

<毎月> 

・人権相談所の開設 毎月２回 

<６月：男女共同参画推進月間> 

・人権教室及び人権の花運動 こども園（４園） 

<12 月：人権週間> 

・人権相談窓口の設置 

・人権教室及び人権の花運動 

 北潟こども園、本荘こども園、

善久寺こども園、あわら敬愛

こども園 

・人権相談所（毎月） 

 ８月、１～３月実施 

・人権相談窓口（12 月人権週間） 

 中止 

Ｂ 

（Ａ） 

新型コロナウイル

スの影響により、人

権相談所を８ヵ月

中止としたが、人権

の花運動は内容を

縮小して、４園で開

催することができ

た。 

相談所開設の周

知に努め、今後も

継続して実施し

ていくことが重

要である。 

３ 男女共同参画社会づくりのた

めの情報交換・協力等を進める

ための市民の交流ネットワーク

を築く。 

市民協働課 

 

 

 

 

 

ふくい女性財団が 11 月に実施するふくい

きらめきフェスティバルや講座等に参加し、

参加者間の情報交換等に努めるとともに、他

市男女共同参画ネットワークとの研修会等

を実施することにより、交流ネットワークの

充実に努める。 

<ふくいきらめきフェスティバル> 

・参加人数 15 人以上 

<他市ネットワークとの交流事業> 

・参加人数 15 人以上 

・ふくいきらめきフェスティバル 

11 月８日 参加人数 14 名 

 

・他市ネッとワークとの交流事

業は新型コロナウイルス感染症

の影響により中止 

 

Ｃ 

（Ａ） 

新型コロナウイル

スの影響により、他

市ネットワークと

の交流事業が中止

となったため。 

女性財団や他市

のネットワーク

との交流により、

情報交換を行い、

今後の活動に活

かしていくこと

が重要である。 
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③ 市の広報・出版

物等における性別

にとらわれない表

現の促進 

１ 市の機関等が発行する刊行物

やホームページについては、性別

にとらわれない表現に努める。 

 

政策広報課 

各課 

 

 

市が発行する各種刊行物、ホームページ、

Facebook、広報紙等については、性別にとら

われない表現に努める。 

市が発行する各種刊行物、ホ

ームページ、Facebook、広報紙

等については、性別にとらわれ

ない表現に努めた。 

Ａ 

（Ａ） 

 計画に対し、男女

共同参画の視点で

きちんと位置づけ

取り組むことがで

きたため。 

継続して性別に

とらわれない表

現に努めなけれ

ばならない。 

④ 男女共同参画社

会づくりに関する

現状の把握と情報

の提供 

１ 男女共同参画社会づくりに関

する各種調査の実施や統計資料

の収集に努めるとともに、これら

の情報を市広報紙やホームペー

ジ等により広く市民に提供する。 

市民協働課 

 

 

 

 

 

 

前年度のあわら市男女共同参画に関する

施策の取りまとめ結果をホームページや広

報紙で公表する。 

また、本年度の実施計画については、年度

末に実施状況、達成度等の進捗状況を調査

し、その調査結果を分かりやすく公表する 

よう努める。 

令和元年度のあわら市男女共

同参画に関する施策の取りまと

めをホームページで公表し、広

報紙「広報あわら」6 月号でホー

ムページ掲載を周知した。 
Ａ 

（Ａ） 

６月の男女共同参

画月間に合わせて、

ホームページおよ

び広報紙で広く周

知できたため。 

今後も、あわら市

男女共同参画に

関する施策及び

計画について、分

かりやすくまと

め公表する必要

がある。 

 

                                                  

家庭・地域での慣習・しきたりの見直し及び意識の改革 

審議会評価 意見・要望等 

Ｂ 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント・キャンペーン等が開催できない項目が多いため、達成度Ｃ・

Ｄが見られる。今後は、インターネットの環境等にもよるが、ウェブによる研修等を企画していただきたい。 

 ＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ａ  ○意見・要望等 ： 積極的に取り組んでおり、来年度も引き続き、継続的かつ積極的に取り組んでいただきたい。 
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○重点目標 ２ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大  

  
 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 市の政策・方針決

定過程への女性の参

画の拡大 

１ 市の各種審議会等への女性委

員の登用を積極的に進め、令和

６年度(2024年度)末までの早い

時期に30％とする。 

市民協働課 

各課 

 ・女性登用率 30％以上 

（目標年度 令和６年度末） 

・女性登用率 28.6％（Ｒ3.1.1） 

31.4％（Ｒ2.1.1） 

       29.7%（Ｈ30.1.1） 
Ｂ 

（Ａ） 

数値目標を達成し

ておらず、昨年度よ

り 2.8％減少したた

め。 

今後は、女性が０

の委員会に女性

を登用すること、

男性女性の割合

が半々になるよ

う努めていきた

い。 

２ 審議会等への女性委員の登用

状況を調査しその結果を公表す

る。 

 

市民協働課 

 

 毎年１月１日現在の審議会等への女

性委員の登用状況を調査し、その調査結

果をホームページ等でわかりやすく公

表するよう努める。 

審議会等への女性委員の登用

状況を調査し、ホームページで公

表した。 
Ｂ 

（Ｂ） 

毎年女性委員の登

用状況を調査し、ホ

ームページで公表

している。 

今後も、ホームペ

ージ等で分かり

やすく公表する

必要がある。 

３ 女性職員の活躍を支援するた

め、研修の機会の拡大を図り、

庁内プロジェクト等への女性職

員の参画を進める。 

総務課 

市民協働課 

 福井県自治研修所が実施するパワー

アップ研修などを通じて、研修機会の拡

大を図るとともに、新入職員サポート制

度で教育係の女性職員登用に努める。 

・キャリアアップを図るためパワ

ーアップ研修への積極的な参加

を促した。(女性職員対象の研修

に 11 人が参加) 

・新規採用職員をサポートするた

めのメンター制度においては、メ

ンティ(教育係)に 18 人中９人の

女性職員を登用した。また、相談

回数は、昨年度 17 件（対象者：

14 人）に対し、今年度は 51 件（対

象者：24 人）となった。 

Ａ 

（Ａ） 

・パワーアップ研修

参加者３人増加（Ｒ

元年度８人） 

・メンティ女性職員

の登用率 50.0%（9

人/18 人）（Ｒ元年度

37.5％（6人/16人）） 

・一人当たりの相談

回数が、前年度より

増加しており、相談

しやすい環境づく

りが図れた。 

引続き、研修への

参加を促してい

く必要がある。 

政策広報課  Facebook 運営チームなどの庁内プロ

ジェクトへの女性職員の登用に努め

る。 

・Facebook 運営チーム 

女性職員の登用率 

54.54％（6人/11 人） 

Ａ 

（Ａ） 

女性職員の登用率 

54.54％（6人/11人） 

引き続き女性職

員登用に努める

必要がある。 

② 事業者等の方針決

定過程への女性の参

画の促進 

 

 

 

１ 女性の登用について、企業や

民間団体の理解を求めるととも

に､事業者等が行う自主的な積

極的改善措置を支援する｡     

 

 

商工労働課 

市民協働課 

 

 事業者や市民に対して、関係機関が

作成したパンフレットや市ホームペー

ジ等を活用し、ポジティブ・アクショ

ン等についての情報を周知し、女性の

登用促進についての理解が図られるよ

う努める。 

・市ホームページによる周知件数

1件 

・メール等による企業への周知件

数１件 

 

 

Ｂ 

（Ｂ） 

ふくい女性活躍推

進企業優良活動表

彰について、ガイド

ブック BRIDGE 掲載

企業 47 社とメルマ

ガ利用者272人に対

してメールで周知

したため。 

引き続き女性の

登用促進につい

ての理解が図れ

るよう啓発が必

要である。 
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２ 農林漁業における固定的な性

別役割分担の見直しを進めると

ともに、性別に関わりなく対等

なパートナーとして経営に参画

していくための啓発を行う。 

農林水産課 

 

 

 

家族協定の締結などにより農業経営

への女性の積極的な経営参加を呼びか

ける。 

・啓発を呼びかける会議等の開催 ３回以上 

・女性農業経営者 18 人（R１年

度：18 人） 

・啓発を呼びかける会議等の開催

３回 

 

 

 

Ｂ 

（Ｃ） 

認定農業者会、農業

委員会、丘陵地支援

センター研修を３

回開催できたため。 

 

認定農業者会総

会等で啓発を呼

びかける他、まず

は役員から浸透

を図っていく必

要がある。 

③ 地域の方針決定過

程への女性の参画の

促進 

 

 

１ 地域の様々な活動の中に､男

女共同参画の視点を導入するよ

う働きかけるとともに、各団体

や町内会において地域の女性が

リーダーか役員に着くよう促

す｡ 

  

総務課 

市民協働課 

 

 福井県が定める６月の男女共同参画

月間に合わせ、市内において啓発を行

う。 

また、あわら市男女共同参画ネット

ワーク及びあわら市男女共同参画推進

市民会議を通じて、市内の関係団体に

各種研修やセミナーを紹介することに

より男女共同参画に関する学習機会の

提供に努める。 

・地域活動における男女共同参画についての

啓発ポスターを市役所に掲示する 

・男女共同参画に関するポスター

掲示 

実施日：6月 3日～6月 30 日 

場所：あわら市役所 1階・2階ロ

ビー、食堂 

・男女共同参画ネットワーク及び

市民会議を通じて、各種研修や

セミナーの紹介を行った。 

Ｂ 

（Ａ） 

各種研修やセミナ

ーの紹介について、

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より、今年度の会議

が減少したことに

より、各種研修等の

紹介が１回のみに

留まったため。 

各団体に各種研

修やセミナー等

を紹介し、男女共

同参画に関する

学習の機会を提

供する。 

 

 

 

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

審議会評価 意見・要望等 

    Ｂ 充て職の場合、女性の登用が難しいところもあるが、引き続き女性の登用に努めていただきたい。女性登用のた

めの周知については、努力が見られる。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｂ  ○意見・要望等 ： 成果が出ている分野はあるが、達成度Ｃの分野は努力してほしい。達成度Ａのところは継続して努めてほしい。 
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○重点目標 ３ 多様な選択を可能にする教育・学習の充実         

 
 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R 元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 学校教育等におけ

る男女平等教育の推

進 

 

 

１ 男女平等の視点に立った、

一人ひとりを大切にする教育

や人権に関する教育を促進す

る。 

 

 

教育総務課  児童名簿、出席簿は男女混合を基本とし、

学校行事や児童会活動、特別活動において

は、固定的な性別役割分担を行わないよう

努める。 

小学校では、道徳科の学習や家庭科の学習

等を通じて、男女の区別なく家庭の仕事を

協力することや、人種や門地、社会的身分

による差別はしないことを指導する。最近

では、LGBT に対する理解教育も進めていく。 

中学校では、道徳や特別活動の授業の中

で、正しい異性の理解や人格の尊重について

指導するなど、男女平等の視点に立った教育

を行う。 

児童名簿、出席簿は男女混合

で基本とし、学校行事や児童

会、生徒会活動において、固定

的な性別や役割分担を行わな

いようにしている。 

また、家庭科の学習では男女

の区別なく家庭の仕事を協力

することの大切さを指導して

いる。 

中学校においては、道徳や特

別活動を通して男女の理解や

人権の尊重など男女共同参画

の視点に立った教育等を行っ

ている。 

Ａ 

（Ａ） 

各学校において、男

女共同参画の視点

で活動に取り組ん

でいる。 

今後も継続的に

取組むことが重

要である。 

２ こども園においては、性別

にとらわれない遊びや経験を

通して、思いやりの心を育て

男女平等意識の基礎づくりを

行う｡ 

子育て支援課 

 

 園児名簿を男女混合名簿とする。 

日々の保育児保育教諭が園児のモデルと 

 なるような言葉に努め、性別にとらわれな

 いおもいやりのある心の育成・男女平等意

 識の基礎づくりに努めていく。 

たくましい保育の実践や保育カウンセラ

 －の配置により、一人ひとりの個性を尊重

 したきめ細やかな保育の推進に努めてい

く。く。 

園児名簿は男女混合名簿に

した。 

主体的に遊べる環境を工夫

した。保育カウンセラーのアド

バイスにより個に合わせた声

かけや環境、行事の持ち方を考

えた。 

Ａ 

（Ａ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点でき

ちんと位置づけ取

り組むことができ

たため。 

保育教諭が意識

した言葉がけが

必要。 

３ 学校運営やＰＴＡ活動等に

おいても性別にとらわれない

ように留意し、男女平等の意

識を高める。 

教育総務課  校務分掌、PTA 役員や家庭地域学校協議会

委員の選出の際に、男女共同参画の視点か

ら、固定的な性別役割分担にとらわれない

よう留意する。 

・「家庭地域学校協議会委員」、「ＰＴＡ役員」 

女性委員・役員を 35％超とする 

・「家庭地域学校協議会委員」

や「PTA 役員」の女性委員や役

員 30.4%  Ｂ 

（Ｂ） 

各学校の PTA 委員

等の女性の割合が、

計画時は 35％であ

ったが、今年度の状

況は 30.4％であっ

た。 

今後も継続的に

取組むことが重

要である。 
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② 男女共同参画の視

点に立った養育と生

涯学習の推進 

 

 

１ 子どもの人格形成におい

て、家庭生活の役割は重要な

ため、固定的な性別役割分担

意識にとらわれない養育、学

習機会の提供や啓発活動を行

う。 

子育て支援課 

 

 市内こども園で3～5歳児の保護者を対象

に１日保育士体験を実施する中で、家族で

の子育てや養育の積極的参加・協力の大切

さの啓発に努める。 

＜１日保育士体験＞ 

 ・参加人数 延べ 45人以上（コロナ影響あり） 

新型コロナウイルスの影響に

より、１日保育士体験は中止 

 

（R1:参加人数 延べ 89 人） 

 

Ｄ 

（Ａ） 

新型コロナウイル

スの影響により、啓

発活動が中止とな

ったため。 

今後も継続し、子

どもの成長、遊び

の中の学び、園へ

の理解から、子育

てを楽しめるよ

うな手立てにし

たい。 

２ 生涯学習事業の推進にあた

り、関係機関との連携により、

男女共同参画の視点に立った

講座、講演会の充実を図る。 

文化学習課 

 

市民大学講座（例年12回開催しているが、

コロナウイルスの影響により今年度は 5 回

開催予定）や生涯学習推進大会等において、

男女共同参画の視点に立った講座、講演会

の充実を図り、男性の参加が増えるよう広

報に努める。 

・男女共同参画をテーマとした講座開設 

（その他：健康、防災、園芸、科学実験、工作

（小学生対象）の講座も開設している） 

<市民大学講座> 

・参加人数 延べ 100 人以上（コロナ影響あり） 

(内)男性参加率 50％以上 

 

・男女共同参画をテーマとした 

講座開設 

テーマ：男と女の笑学校～男

女共同参画の視点で「防災・

介護」を楽しく学びま笑！ 

開 催 日：9月 8日（火） 

参加者数：18 人（男 7、女 11） 

 

＜市民大学講座＞ 

参加人数 延べ 136 人 

(内)男性参加率 37.3％ 

Ｂ 

（Ａ） 

目標としていた男

性参加率 50％以上

を達成できなかっ

た。 

引き続き、男性の

参加が増えるよ

う広報に努める。

また、若者をター

ゲットとした講

座も積極的に取

り入れていきた

い。 

 

多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

審議会評価 意見・要望等 

 

Ｂ 

幼い時期からの男女共同参画についての学習は、子どもの人格形成において重要である。新型コロナウイルス感

染症の影響により中止となった事業については、今後の感染症の状況を見ながら、幅広く啓発し、積極的な取り

組みに努めていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ａ  ○意見・要望等 ： それぞれの課が努力し、成果が出ている。 
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●基本目標 Ⅱ 男女が共に活躍できる「あわら」 

○重点目標 ４ 職場における男女の均等な機会と待遇の確保  

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

(R 元年度) 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 雇用における男

女の均等な機会と

待遇の確保   

１ 男女雇用機会均等法、育児・

介護休業法、パートタイム労働

法等の普及・啓発に努めるとと

もに、市民に対し各法の趣旨や

内容の周知を図る｡ 

 

商工労働課 

市民協働課 

 

 事業者や市民に対して、関係機関が作成

したパンフレットや市ホームページ等を活

用し、男女雇用機会均等法、育児・介護休

業法、パートタイム労働法についての周知

を図り、定着促進・普及啓発に努める。 

 

・再就職支援セミナー開催 

10 月 25 日（28 人参加）中央公民

館 

ふくい女性財団、ハローワーク

三国と協力し、中央公民館で開

催。子育て支援などの市施策につ

いても説明を行った。 

・市ホームページによる周知件数 

７件 

・市役所内ポスター掲示 １件 

・市広報紙による改正女性活躍推進 

法の周知 １件 

Ａ 

（Ａ） 

市ホームページ

に パ ー ト タ イ

ム・有期雇用労働

法の施行、育児・

介護休業法施行

規則等の改正に

いついて、新規ペ

ージを作成し、ま

た、市広報紙で改

正女性活躍推進

法の周知が図れ

たため。 

今後も引き続

き、関係機関と

協力し、制度の

普及啓発に努め

る。 

 ２ 市内業者において、女性の登

用、子育て・介護支援、就労時

間の短縮等、男女が働きやすい

職場づくりを進める企業の取

組み等を広く紹介する｡ 

 

商工労働課 

市民協働課 

 

 

 事業者や市民に対して、関係機関が作成

したパンフレットや市ホームページ等を活

用し、女性の登用、子育て・介護支援、労

働時間の短縮等、男女が働きやすい職場づ

くりを進める企業の情報提供に努める。 

・企業訪問の実施 

・企業訪問の実施 

実施日：12 月８日 

企業：エイチアンドエフ 

     広報あわら 2月号に掲載 

 

Ａ 

（Ａ） 

実施計画通り、企

業訪問を行い、広

報で広く市民に

周知が図れたた

め。 

今後も、分かり

やすく広報紙や

市ホームページ

等で情報提供し

ていく必要があ

る。 

３ 職場におけるセクシャル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメ

ントの防止について周知・啓発

に務める。 

市民協働課 

 

 市ホームページ等を活用して、セクシュ

アル・ハラスメント、パワー・ハラスメン

ト防止の周知徹底に努める。 

 

市ホームページに相談窓口の案

内を掲載し、市内施設にリーフレッ

ト等を設置した。 
Ｂ 

（Ｂ） 

計画に対し、男女

共同参画の視点

でおおむね取り

組むことができ

たため。 

今後も、分かり

やすい情報提供

に努める。 

② 母性保護対策の

推進 

１ 労働基準法､男女雇用機会均

等法など母性保護に関する法

律の周知に努めるとともに、関

係機関と連携のうえ、母性保護

に対する認識と理解を深める

ための啓発を行う。 

子育て支援課 

 

 母子手帳発行時において、すべての妊婦

に対して、パンフレット等を配付し母性保

護に関する法律の周知や理解の促進に努め

る。 

・全ての対象者に対してのパンフレット等の配付 

全ての対象者に対し、労働基準法

や男女雇用機会均等法など母性保

護に関するパンフレットを配布し

た。 

Ａ 

（Ａ） 

計画に対し、男女

共同参画の視点

できちんと位置

づけ取り組むこ

とができたため。 

今後も、対象者

への周知に努め

る。 

③ 女性の能力開発

促進のための支援 

１ 関係機関と連携し就業や技

能取得に必要な講座を開催す

る｡ 

総務課 

市民協働課 

 

 ふくい女性活躍支援センターなどの関係

機関が実施する各種研修会への参加を通じ

て、女性職員のスキルアップや能力開発に

努める。 

福井県自治研修所が開催する女性

向けのキャリア研修及びビジネス

スキルアップ研修への参加。 

・参加者人数 11 人 

（令和元年度 ８人） 

Ａ 

（Ｂ） 

計画に対し、男女

共同参画の視点

できちんと位置

づけ取り組むこ

とができたため。 

今後は職員の自

発的な参加を促

していく必要が

ある。 
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 ２ 市役所においては、女性の登

用や職域の拡大を図るため一

人ひとりの能力向上と意識改

革を推進する。 

総務課 

市民協働課 

 

 男女共同参画の視点からの意識改革を推

進するため、課長補佐以下の職員を対象と

した男女共同参画に係る研修会等を開催す

る。 

男女パートナーシップ講座「男性職

員の育児参加について」を実施予

定。令和２年度からは会計年度任用

職員も受講対象者に含めて実施。 

・参加人数 252 人 

（令和元年度：159 人） 

Ａ 

（Ａ） 

男性職員の育休

取得率を取り上

げ、庁内の意識改

革に努めたため。 

今後も研修内容

を充実し、意識

改革の推進に努

める。 

 

 

職場における男女の均等な機会と待遇の確保 

審議会評価 意見・要望等 

Ａ コロナ禍の中、企業訪問等が実施できたことは良かった。また、職員研修については、今後も取り組んでいただ

きたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｂ  ○意見・要望等 ： 地方行政としては入りにくい分野であり、取り組みも難しい。企業の中に入っていく努力が必要である。 
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○重点目標 ５ 女性の起業等に対する支援  

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

①  女性のエンパ

ワーメントの促

進 

 

 

 

 

１ 女性のエンパワーメントを

促進するため、経営管理能力

向上のための研修会や租税研

修会等を開催する。 

農林水産課  

 

県が主催する経営管理セミナー、物産

物加工及びマーケティング研修会等の

周知を図るとともに、積極的な女性の参

加を促しエンパワーメントの促進に努

める。 

研修会等の開催について周知を図る。 

＜経営管理セミナー等への女性参加人数＞ 

・延べ 20人以上

 

・経営管理セミナー等への女性参

加人数延べ ２５人  

（令和元年度：参加人数延べ９人） 

Ａ 

（Ｂ） 

コロナの影響によ

り、集会・会議の中

止、規模縮小された

が、参加人数が増加

したため。 

引き続きセミナー

や研修会の周知を

図る必要がある。 

商工労働課  

 

ふくい産業支援センターが主催する

研修会等の周知を図るとともに、積極的

な女性の参加を促しエンパワーメント

の促進に努める。 

・メール等による企業への周知件数 ６回以

上 

・メール等による企業への周知件

数３回 

・広報紙による周知件数１件 

・市ホームページによる周知件数

２件 

Ｂ 

（Ｂ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点でおお

むね取り組むことが

できたため。 

引き続き研修会等

を周知し、積極的

な女性の参加を促

す必要がある。 

２ 男女共同参画の視点を踏ま

えたキャリア教育など、生涯

学習・能力開発を推進する。 

市民協働課 

 

拡 

 

 

福井県生活学習館が主催する「ゆー・

あいカレッジ」女性チャレンジ支援コー

スの講座やセミナー等の周知を図ると

ともに、積極的な女性の参加を促しエン

パワーメントの促進に努める。 

また、男女共同参画ネットワークによ

る年３回の市議会傍聴及び市長ふれあ

いトークと、年 1回以上の県議会傍聴等

を実施することにより、女性の県政・市

政に対する関心を高める。 

・市議会・県議会傍聴人数 延べ 10 人以上 

・市長ふれあいトーク参加人数 10 人以上 

 

・男女共同参画ネットワークや市

民会議を通じてセミナー等の関

係情報の提供に努めた。 

       

・市議会傍聴人数 延べ ８人 

  ９月９日 ４人 

  12 月７日 ４人 

・県議会傍聴人数 ０人 

 （新型コロナウイルス感染症の 

影響により中止） 

・市長ふれあいトーク参加人数 

 15 人 

  

Ａ 

（Ｂ） 

市議会・県議会傍聴

及び市長ふれあいト

ーク参加者数 

延べ：23 人 

（令和元年度：延べ

13 人） 

 

引き続き、講座や

セミナー等の周知

を図るとともに、

積極的な女性の参

加を促していく必

要がある。また、

ネットワークへ

は、市・県議会傍

聴の参加を促し関

心を高める必要が

ある。 

②  女性の起業活

動への支援と情

報提供 

 

１ 女性の起業活動への支援 商工労働課  

 

創業者に対して創業に係る費用の一

部を補助する。また、フォローアップ支

援として市補助が３年目の女性創業者

を応援する。（スモール・ビジネス支援

事業補助金） 

・女性創業者への新規助成件数 １件以上 

 

・女性創業者への助成件数４件 

継続（３年目）２件 

・ドライフルーツ研究所 

・Felice Rosa 

新規（１年目）２件 

・いぬとねこの小さな Salon こはる 

・Kai luana 

Ａ 

（Ａ） 

数値目標を３件上回

っているから。 

引き続き女性の起

業に関する支援体

制の充実を図る必

要がある。 
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③  関連団体が行

う主体的な経済

活動等への支援

と情報提供 

１ 関連団体が行う主体的な取

り組みや相互の連携等を支援

するとともに、情報提供を行

う。 

農林水産課  県や企業等が開催する、商品開発や商

談などに関するイベント等の周知を図

るとともに、特産品・商品開発に関する

取り組みへの支援に努める。 

・支援団体数 １団体以上 

          

・支援団体数   1 団体 

（女将の会） 

 

Ｂ 

（Ｃ） 

マスコミを通じて周

知を図った。 

引き続きイベント

等の周知を図って

いく必要がある。 

 

 

女性の起業等に対する支援 

審議会評価 意見・要望等 

Ａ 新型コロナウイルス感染症の影響により、倒産する会社が多い中、起業すること、事業を継続することが難しい

社会情勢になっている。このため、行政としては、女性の起業支援体制のさらなる充実に努めていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｂ  ○意見・要望等 ： 達成度が下がっている分野もあり、行政の取り組みとしては難しい。関連団体と連携するなど考えて取り組んでほしい。 
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○重点目標 ６ 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援   

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 家庭・地域生活への

男女共同参画の促進 

１ 家事・育児・介護等は、

男女が共同して行うとい

う意識の啓発に努めると

ともに、男女が共に参加

できる教室等を開催す

る｡ 

子育て支援課 

（子育て支援センター） 

 父親の参加しやすい親子交流事業の検

討を図り、積極的な参加を呼びかける。 

・土曜開放日の父親参加率 20％以上 

・父親来所の中でも父親単独の来所率 50％ 

・土曜開放日の保護者参加総人数

136 人（父親参加人数 40 人）

父親参加率 29％  

 父親単独来所率 25％（※12 月

末時点） 

・子育て世代包括支援センター主

催両親学級に参加し父親への

PR と支援センター施設見学会

を開催（２回実施） 

Ｂ 

（Ｂ） 

・父親参加率は成果

を上げている。父親

単独来所も増加傾

向にはある。 

・妊婦教室（両親学

級）参加をきっかけ

に乳児用品の無料

貸し出し、施設見学

を行い、支援センタ

ーへの関心につな

がった。 

妊娠期からの支援

センター周知を強

化し、父親参加を啓

発していく 

子育て支援課 

 

 

 乳幼児家庭訪問においては、父親や祖父

が積極的に家事・育児に関わりを持てるよ

う男女共同参画意識の浸透に努める。 

・対象者に対する啓発物の配付 

・妊婦を対象とした両親学級の父親参加率 

80％以上 

・対象者に対する啓発物の配付 

 

・妊婦を対象とした両親学級の父

親参加率 100％（父親のみの

参加もあった）（12 月末時点） 

Ａ 

（Ａ） 

父親の参加が増加

した。 

今後も男女共同参

画意識の浸透に努

める。 

２ 職場や地域への啓発を

進め意識改革を促す。 

 

市民協働課 

 

 市内 7 小学校・2中学校・高校や市民に

男共同参画に関する「図画」「感謝状」作

品を募り、男女共同参画についての啓発

に努める。 

また、優秀作品を市内公共施設に展示

することにより、地域における男女共同参

画意識の浸透に努める。 

＜作品募集数＞ 

・図画   80 点以上 

・感謝状  1000 点以上 

・作品募集数 

図画作品応募数    130 点 

（令和元年度：25 点） 

感謝状作品応募数   1092 点 

（令和元年度：1155 点） 

・優秀作品の展示 

 中央公民館：12/14～12/25 

 湯のまち公民館：１/18～１/29 

・ホームページで掲載 

・トライアングルで掲載 

Ａ 

（Ｂ） 

 図画作品の募集

について、応募数が

増えるよう、対象学

年を拡げるなどの

工夫をしたことで、

昨年（応募数 25 点）

に比べ大幅に応募

数が増加した。 

今後も市内各学校

に、「図画」「感謝状」

作品の募集を呼び

かけ、男女共同参画

についての啓発及

び意識の浸透に努

める。 

 

３ 男性の職場中心の意識

や地域における役割の見

直しを進め、ワーク・ラ

イフ・バランス実現のた

めの施策の推進を図る｡ 

文化学習課 

（各公民館） 

 

 各公民館で、地域や家庭生活の中におい

て意識改革に繋がるような内容の教室・単

発講座の企画立案を行う。 

 

・細呂木公民館 料理教室 11 回 

（半数が男性の参加） 

・北潟公民館 魚さばき教室 1回 

（参加者全員が男性） 

Ａ 

（Ａ） 

参加者の半数以上

や全員が男性だっ

た。 

今後も継続的に取

組むことが重要で

ある。 
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② 多様なライフスタ

イルに対応した子育

て支援策の充実 

１ 延長保育、病児・病後

児保育等の多様な保育サ

ービスや働きながら安心

して産み育てられる環境

を整備するとともに、同

施策の周知徹底を図る｡ 

 

子育て支援課 

 

 ライフスタイルに対応した市民ニーズ

に基づき、延長保育、病児・病後児保育、

一時保育、放課後児童クラブ等の多様な

サービスを継続して実施するとともに、

同制度の周知徹底に努める。 

 

・ホームページ、子育てアプリ、

チラシ、市広報紙による周知件

数 ４件 
Ｂ 

（Ｂ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点でお

おむね取り組むこ

とができたため。 

多様なサービスの

周知を詳細に周知

する必要がある。 

２ 子育てに関する相談窓

口の設置や情報提供の一

元化を図るとともに、地

域における子育てや父親

の積極的な育児参加の支

援を行う。 

 

子育て支援課 

（子育て支援センター） 

 訪問型相談、電話相談を行うとともに各

こども園にも相談窓口を設けお互い連携

を取り合って、地域における子育て相談等

の充実に努める。 

・訪問型（来所型）相談１５０件 

・電話相談    ２３件 

・児童家庭支援センター連携  

1 件 

・子育て世代包括支援センターと

の連携で、保育カウンセラー巡

回相談、発達相談、離乳食相談

会を広く周知 

Ａ 

（Ａ） 

・電話相談、来所型

（訪問型）相談は増

加傾向にある。相談

内容も 0、1 歳児親

子の利用者が多い

ので発達相談、離乳

食相談が中心であ

る。 

専門機関との連携

で、今後も多種多様

な相談支援に努め

ていく 

③ 仕事と家庭の両立

支援のための職場環

境の整備 

１ 事業所に対し長時間労

働等を前提とした従来の

働き方の見直しや、年次

有給休暇等各種休暇制度

の取りやすい職場・環境

づくりを推進する｡ 

 

商工労働課 

市民協働課 

 

 事業者に対して、関係機関が作成したパ

ンフレットや市ホームページ等を活用し、

長時間労働等を前提とした従来の働き方

の見直しや、年次有給休暇等各種休暇制度

の取りやすい職場・環境づくりに関する情

報提供等に努める。 

 

・市役所内ポスター掲示 ２回 

・市ホームページによる周知２回 

 

Ｂ 

（Ｂ） 

市役所内で年次有

給休暇の取得促進

や就業環境整備・改

善支援事業につい

てのポスターやチ

ラシを各１～２カ

月間掲示し、周知が

図れたため。 

旅館など今まで定

休日が無かった業

界でも、定休日を定

め積極的に有給休

暇を使用するよう

に変わってきた。 

引き続き、情報提供

に努める。 

 

男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

審議会評価 意見・要望等 

Ａ 家庭に対する男女共同参画は、父親の参画が浸透し、成果が見受けられるようになった。女性の活躍の視点から

も、今後も幅広い年代層への積極的な啓発や周知を行い、施策の具体的な取り組みに努めていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｂ  ○意見・要望等 ： 男女共同参画社会づくりは、低年齢時から関心をもってほしい。生活の基盤になるところであるから、幅広い啓発に努め 

                        てほしい。 
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●基本目標 Ⅲ 男女が共に安心して暮らせる「あわら」 

○重点目標 ７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶  

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 暴力及び差別を根

絶するための基盤づ

くり 

１ 幼児期から男女平等の意識

を養成するとともに、ドメステ

ィック・バイオレンス、売買春、

セクシャル・ハラスメント、ス

トーカー行為、いじめ、虐待等、

あらゆる暴力の根絶に向けた

教育・啓発を行う｡ 

子育て支援課 

 

 

 保育教諭等に係る年齢別・階層別研修

の計画的な実施や、子どもには言葉で気

持ちを伝えることの大切さを指導し、幼

児期からの暴力根絶に向けた教育・啓発

に努める。 

年齢別の検討会は２か月に１

回。 

研究部会で事例検討して、気持

ちを調整する力について年齢ごと

に話し合ってきた。 

Ａ 

（Ａ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点できち

んと位置づけ取り組

むことができたた

め。 

意識した細やかな

観察からの関わり

が必要である。言葉

が出ていない乳児

期については、保育

教諭による気持ち

の汲み取りが大切。 

市民協働課 

 

 

 

毎年 11 月に実施される「女性に対す

る暴力をなくす運動」の期間に合わせ、

街頭キャンペーン等を実施することに

より、あらゆる暴力の根絶に向けた市民

への啓発に努める。 

・街頭キャンペーンの実施 

・啓発リーフレットの配付 

・街頭キャンペーンの実施 

 11 月 20 日 

 （場所：スーパーマーケット 

バロー金津店） 

・啓発リーフレット（DV 相談ナビ）

を市内施設に設置。 

Ａ 

（Ａ） 

・啓発リーフレット

50 部 

・市民課、子育て支

援課、市民協働課等

の窓口にリーフレッ

トを設置 

今後も、街頭キャン

ペーンで市民に対

し、広く啓発してい

く必要がある。 

２ 関係機関や民生委員・児童委

員と連携し､被害防止のための

講習会を開催する。 

福祉課 

 

 

 

 

関係機関と連携のうえ、ＤＶ研修等や

講演会への積極的な参加を促し、ＤＶ等

に係る知識の習得に努めるほか、関係機

関が実施する福祉懇談会等と連携する

ことにより、地域における実態把握・情

報の共有化に努める。 

・民生委員・児童委員協議会の定例会に併せ

て研修会等を随時実施 

・民生委員・児童委員協議会の定

例会に併せて研修会等実施、県

主催の研修会への参加促進 

実施回数   0 回 

 

・福祉懇談会（地区別） ６回 

Ｂ 

（Ｂ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点でおお

むね取り組むことが

できたため。 

研修講師の確保が

困難。関係機関主催

の研修への参加促

進に向けた取組が

必要。 
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② 被害者に対する

相談､支援体制の充

実 

1 市民に対し相談窓口の周知を

図るとともに､被害女性が相談

しやすい環境の整備を図る。 

市民協働課 

子育て支援課 

健康長寿課 

福祉課 

 関係機関と連携のうえ、市民に対して

相談窓口の周知を図るとともに、相談し

やすい対応に努め、相談によっては個室

で相談員が対応するよう努める。 

相談件数 

・健康長寿課：４件 

（令和元年度：１件） 

・子育て支援課・市民協働課：16

件（令和元年度：８件） 

Ａ 

（Ａ） 

相談については、

専門職員や、警察、

社会福祉協議会、法

テラス等の各関係機

関と連携し実施して

いる。 

また、DV 被害者等

に対する特別定額給

付金の支給の際は、

配偶者暴力被害支援

センターと連携をと

りながら、円滑に処

理を進めた。 

関係機関との協議

や対応方法の検討

等、早期発見及び早

期対応に努め、引き

続き、相談支援体制

の充実を図る。 

２ 関係機関との適切な連携に

より、被害女性に対し効果的な

支援を行う。 

市民協働課 

 

 

 

女性支援センターをはじめとする関

係機関との連携により、ＤＶ研修会に参

加し知識の習得や情報を得て適切な支

援に努める。 

・ＤＶ研修会等への参加回数 ３回以上 

 

・ＤＶ研修会等への参加回数４回 

Ａ 

（Ａ） 

研修により情報収集

や知識の向上が図れ

た。 

今後も継続して研

修会で知識の習得

や情報を得て、ＤＶ

被害者の支援体制

の充実を図る。 

福祉課 

健康長寿課 

 関係機関や既存の虐待防止ネットワ 

ーク等と連携のうえ、被害女性に対して

の効果的な支援に努める。 

・関係機関連絡会の開催 

・関係機関連絡会（障がい者及び

障がい者虐待防止ネットワーク会

議）を年２回（書面）開催（健康

長寿課） 

・関係機関連絡会（障がい者総合

支援協議会）の開催１回（福祉課） 

Ｂ 

（Ａ） 

新型コロナウイルス

の感染拡大防止の観

点より、令和２年度

は、９月・３月に書

面にて開催したほ

か、10 月にも開催。 

今後も虐待件数の

抑制と協議体制を

維持、強化していく

ことが重要である

ため、継続して協議

会を開催していく。 

 

女性に対するあらゆる暴力の根絶 

審議会評価 意見・要望等 

 

Ａ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅の機会が増えており、子どもや女性への暴力被害が増えている。

今後も積極的にＤＶ防止等に取り組んでいただきたい。また、ＤＶに関する勉強会について企画していただきた

い。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ａ  ○意見・要望等 ： 取り組みの難しい分野である。きめ細かい取り組みが大切である。 
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○重点目標 ８ 男女が共に思いやる健康づくり  

 

   

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 生涯を通じた男女

の健康づくりの推進 

１ 男女の生涯にわたる健康づ

くりを進めるため健康診査体

制の充実､食生活の改善、予防

対策に関する正しい知識・情報

の提供を行う。 

健康長寿課 

市民課 

 保健センターや各公民館での集団健診や県

内指定医療機関での個別健診を実施し、男女

ともに利便性を考慮した健診体制を整備す

る。 

また、健診会場での食生活改善指導や地域

や食育スタジオでの健康づくり事業を実施

し食生活の改善に努める。 

・食に関する健康づくり実施日数 30 回以上 

 

・食に関する健康づくり実施日数

４回 

コロナ感染予防のため、料理教室

や試食の提供が実施できず、講話

のみ実施した。 
Ｃ 

（Ｂ） 

目標達成率 

13.3％ 

今後も男女ともに

参加しやすい事業

の実施や啓発を行

う。 

 

健康長寿課  

 

健康づくり運動推進事業では、男女が共に

参加しやすい内容へと充実するよう、健康づ

くりサポーター向けに教室メニュー表を提案

する。また、サポーターを中心に地区の課題

に応じた家族ぐるみで健康づくりに取り組め

るよう支援する。 

・活動回数  150 回／年以上（コロナ影響あり） 

・活動回数    74 回／年 

定着しているラジオ体操や健康

機器測定等に加え、フレイル予防

に取り組む地区もあり、区全体で

の健康づくりを実施した。 

Ｃ 

（Ｂ） 

目標達成率 

49.3％ 

健康づくりサポー

ターより区の現状

を把握し、地区に

合った実施方法を

検討していく必要

がある。 

２ 女性の乳ガン、骨粗鬆症、子

宮ガンなどの予防対策や検診

を実施するとともに、男性の前

立線がんなどの早期発見を促

すための意識啓発を図る｡ 

 

健康長寿課  

 

女性の乳がん・子宮頸がん検診は、保健セ

ンター等での集団検診や県内指定医療機関

での個別検診を実施し、個別に受診勧奨を行

う。 

女性のがん受診勧奨のため、年代を絞り無

料クーポンを発行する。骨粗鬆症検診や男性

の前立腺がん検診市民健診の集団会場で実

施する。 

・40歳以上の５大がん受診率 45％以上 

（乳がん・子宮頸がん・胃がん・肺がん・大腸がん） 

・40 歳以上の５大がん受診率 

10.98％ 

がん検診受診券と特定健診受診

券を同封し、受診の利便性を図っ

た。また、未受診者へハガキ通知

での勧奨を実施した。 

 

Ｃ 

（Ｂ） 

目標達成率 

4.4％ 

個人のライフスタ

イルに合った検診

体制を検討してい

く必要がある。 

３ 妊娠から出産後までの健康

診査、保健指導等の母子健康サ

ービスの充実を図る｡ 

 

子育て支援課  

 

集団での乳児教室及び幼児健康診を実施

するほか、乳幼児及び妊産婦の家庭訪問・育

児相談・育児教室等での保健指導を実施する

ことにより、母子健康サービスの充実に努め

る。 

・幼児健康診査受診率 95％以上 

 

・幼児健康診査受診率 96.1％ 

 

Ａ 

（Ａ） 

計画に対し、男女

共同参画の視点で

きちんと位置づけ

取り組むことがで

きたため。 

今後も母子保健サ

ービスの充実に努

める。 
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② リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツに

関する意識の浸透 

１ 学校教育において、男女がお

互いの身体の特徴を正しく理

解し、自ら健康管理ができるよ

うにするため、リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツの観点から

性教育、健康教育を行う｡ 

教育総務課  小・中学校では、学校保健計画の中に性教

育を位置づけている。 

小学校では高学年で思春期における心と体

の成長を自覚すること、中学校では 1 年の保

健体育の授業や各学年の特別活動の時間等に

おいて性教育の実施を計画する。 

各小中学校は、発達段階に応じ

た教育を実施している。 

保健体育では身体的な特性、道

徳では健全な異性観について男女

の相互理解について学習してい

る。 

Ａ 

（Ａ） 

思春期教室や道

徳・保健体育の授

業の中で実施し

た。 

多様な教材等を使

用し、継続的に実

施していくことが

重要である。 

③ 健康をおびやかす

問題についての対策

の推進 

１ 正しい知識でエイズを含む

性感染症等の感染を予防する

とともに、患者や感染者に対し

理解を持つように啓発を行う。 

教育総務課 

 

 

 <小学校> 

５、６年生の保健体育において「病原体

や環境、抵抗力、生活行動」について学習

する。 

<中学校> 

中学校では、学校保健計画の中に性教育

を位置づけ、中学校 1 年の保健体育の授業

や中学校各学年の特別活動の時間等におい

て性教育の実施を計画する。 

【小学校】 

保健体育の授業を通して感染症

の知識や予防について学び、患者

や感染者を理解し差別や偏見のな

い態度を育てる。 

【中学校】 

保健体育や特別活動を中心に HIV

や性教育について正しい知識を学

習する。 

Ａ 

（Ａ） 

保健体育の授業の

中で実施した。 

今後も児童生徒向

けの教材を使用

し、分かりやすく

伝えていくことが

重要である。 

 

 

男女が共に思いやる健康づくり 

審議会評価 意見・要望等 

Ｂ 新型コロナウイルス感染症の対策を講じるなど事業の実施体制を検討し、さらなる推進をお願いしたい。健康に

ついては、誰もが関心である分野であるため、生涯を通じた男女の健康づくりや課題の解決に対する支援に努め

ていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ａ  ○意見・要望等 ： 健康については、誰もが関心があり、取り組みやすい分野である 
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○重点目標 ９  誰もが安心して暮らせる環境の整備  

 

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

① 高齢者が安心して

暮らせる介護体制の

充実 

１ 男女が共に担う介護への学習

機会や情報を提供し、参画意識の

高揚を図る。 

 

健康長寿課 

 

 介護サポーターを養成するととも

に、家族介護者交流事業を実施し、

男女が担う介護への学習機会の提供

に努める。 

・介護サポーター養成講座の開催（ふく

し塾） 

 

介護サポーター養成講座の開催 

開催日 令和３年１月 24 日 

      令和３年１月 31 日 

令和３年２月７日 

令和３年２月 14 日 

 延べ参加者 315 人 

（R１年度：584 人） 

Ａ 

（Ａ） 

社会福祉法人あわら

市社会福祉協議会に

委託している事業で

あり、新型コロナウ

イルス感染症の感染

対策をした上で積極

的に開催することが

出来ている。 

参加している年代に

偏りがあるため、幅

広い年代への参加を

促すための広報の仕

方や内容について検

討が必要である。 

 介護予防セミナー等の開催によ

り、介護に関する男女共同参画意

識の啓発に努める。 

・各種介護予防セミナーの開催  

150 回以上 

  

・各種介護予防セミナーの開催 

140 回（見込み） 

参加者：1662 名（見込み） 

（R1 年度：2469 名） 

・市民公開講座健幸セミナーの開催 

 開催日：令和２年 12 月 5 日 

 参加者：72 名（女性 48 名・男性 

15 名・不明 9名））  

 （R１年度：135 名） 

Ａ 

（Ａ） 

目標達成率 

93.3％ 

コロナ禍の中でも感

染対策を講じなが

ら、定期的に教室等

実施できている。 

1 人暮らし高齢者や

老々介護の増加に伴

い、ニーズに合わせ

たセミナーの内容を

検討する必要があ

る。 

② 高齢者の社会参加

の促進と就業環境の

整備 

１ 老人センター等を利用した地

域交流活動、老人クラブ活動、ボ

ランティア活動への支援を行う。 

健康長寿課 

 

 

 男女が共に参加する地域交流活動

やボランティア活動の支援に努め

る。 

・介護サポーター登録者数   40 人 

・活動、訪問件数      528 回 

（１）生活・介護サポーター登録者

数 34 人（男７人：女 27 人） 

（２）実利用者数 ９名 

（３）利用者宅訪問件数 300 回 

（４）教室等講師件数 176 件 

（※12 月末時点） 

Ｂ 

（Ｂ） 

 新型コロナウイル

ス感染症の影響もあ

る中で感染症対策を

講じながら月１から

２回の訪問や健康教

室の活動を継続する

ことができている。 

サポーターの比率

に大きな偏りがあ

る。男性のサポータ

ーが増えるように周

知、啓発方法を検討

する必要がある。 

２ シルバー人材センターの機能

充実と高齢者の就業環境の整備

を図る。 

商工労働課  シルバー人材センターの運営を支援

し、高齢者の就業機会の充実に努め

る。 

 

・運営に対する補助金を支給 

・広報紙による周知件数  ３件 

・メール等による周知件数 １件 

・市ホームページによる周知件数 

１件 

・就職出張相談会の開催 ２回 

６月 26 日（５人参加）中央公民館 

３月２日（４人参加）湯のまち公民館 

福井県生涯現役推進地域連携協議

会・福井県シニア人材活躍支援セン

ターと連携し、高齢者の就業支援を

行った。 

Ｂ 

（Ｂ） 

昨年に引き続き、各

メディアで情報を提

供し、出張相談会を

２回開催したから。 

高齢化による労働人

口の減少により、定

年の延長などで、新

規の会員数の減少が

みられる。引き続き、

高齢者の就業機会の

充実に努める必要が

ある。 
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③ ひとり親家庭に対

する施策の推進 

１ ひとり親家庭が安心して暮ら

せる自立支援策を推進する。 

子育て支援課  プライバシーに配慮しながら、関

係機関と連携して自立支援に努め

る。 

・関係機関による研修回数 ６回以上 

  （コロナ影響あり）

・関係機関による研修回数 10 回 

Ａ 

（Ａ） 

計画に対し、男女共

同参画の視点できち

んと位置づけ取り組

むことができたた

め。 

なし 

 

 

誰もが安心して暮らせる環境の整備 

審議会評価 意見・要望等 

Ｂ 新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、各事業に積極的に取り組まれている。今後も幅広い年代の男女が

支え合い、社会参加や生きがいづくり、支援を必要とする弱者の支援に取り組むよう努めていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｂ  ○意見・要望等 ： 健康は生きていく上で大事である。前向きに取り組んでいただきたい。 
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○重点目標 10  男女共同参画の視点に立った防災及び防犯活動の推進 

  

 

施策の方向 

 

具体的施策 

 

担当課 

新 

拡 

 

実施計画 

 

 

実施状況 

 

 

達成度 

（R元年度） 

 

達成度の根拠 

 

課 題 

 

①  防災活動における

男女共同参画の推進 

１ 防災対策確立のための防災分

野における女性の参画の拡大を

図る。 

 

総務課 

 

 嶺北消防組合消防本部と連携し、女

性消防団員の加入を推進する。 

現在：女性消防団員 ４名 

・２名増員する 

・あわら市消防団員 248 名 

内女性消防団員  ５名 

Ｂ 

（Ｃ） 

・女性消防団員の増

員を行うことができ

たが、目標増員数に

は達しなかった。 

引き続き女性消防団

員増員のために努力

する。 

２ 災害対策マニュアルの作成な

ど防災の現場における男女共同

参画を推進する。 

 

総務課 

 

 実際の避難所生活において、女性へ

の配慮がなされた物資の備えを検

討するほか、女性の視点や意見を取

り入れた防災訓練の実施に努める。 

・男女共同参画の視点からの防災訓練の実

施 

・市総合防災訓練における間仕切

りの設置など、プライバシー保護

についても訓練を行った。 

・あわら市防災士の会における女

性理事        ３名 

Ａ 

（Ｂ） 

・あわら市防災士の

会の理事 10 名のう

ち、女性理事を３名

任命し各種計画で女

性の視点での意見を

積極的に取り入れる

ことができた。 

あわら市防災士の会

に所属する女性の意

見を聞きながらマニ

ュアル改訂や女性の

視点や意見を取り入

れた防災訓練実施に

つなげる。 

②  防犯活動における

男女共同参画の推進 

１ 防犯活動など地域活動への多

様な人々の参画を促進する。 

 

総務課 

 

 

 

 

 

女性防犯隊員の加入を促進する。 

現在：女性防犯隊員 ２名 

・２名増員する 

安全安心まちづくり委員会におけ

る女性委員の登用に努める。 

現在：女性委員 ４名（充て職） 

・２名増員する 

・女性防犯隊員    ２名 

・安全安心まちづくり委員会にお

ける女性委員    ４名 
Ｃ 

（Ｃ） 

・既存の女性防犯隊

員や安全安心まちづ

くり委員会の女性委

員の継続を行うこと

ができたが、増員は

できなかった。 

引き続き女性防犯隊

員増員のために努力

する。 

２ 地域における犯罪を防止する

ため、防犯パトロール等を行う。 

 

総務課 

 

 地域安全力向上支援事業等を実施

することにより、地域の危険箇所等

に対する監視やパトロールを継続

する。 

・今年度も防犯隊によるパトロー

ルや行方不明者の捜索を行った。 

・12 月の年金支給日には、女性隊

員などと市内金融機関をパトロ

ールした。 

Ａ 

（Ａ） 

・女性隊員には防犯

隊活動に積極的に参

加いただくことがで

きた。 

今後も引き続きパト

ロールを行っていく

予定。 

 

 

 

男女共同参画の視点に立った防災及び防犯活動の推進 

審議会評価 意見・要望等 

Ｂ 取り組みの難しい分野だが、防災や防犯の面でも女性の視点や意見、参画が求められる。引き続き、関係機関と

連携を図り、より一層努めていただきたい。 

＜参考：令和元年度＞ 

  ○審議会評価 ： Ｃ  ○意見・要望等 ： 防災は性別・年齢に関係なく、すべての人に関わっていただきたい。担当課には頑張っていただきたい。 


